
広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
七
号 

政
治
資
金
規
正
法
、
公
職
選
挙
法
及
び
政
党
助
成
法
に
基
づ
く
報
告
書
等
の
閲
覧
等
に
関
す
る
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
十
七
日 

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長  

大 
 
 
 
 
 
 
 

茂 

 
 

政
治
資
金
規
正
法
、
公
職
選
挙
法
及
び
政
党
助
成
法
に
基
づ
く
報
告
書
等
の
閲
覧
等
に
関
す
る
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

政
治
資
金
規
正
法
、
公
職
選
挙
法
及
び
政
党
助
成
法
に
基
づ
く
報
告
書
等
の
閲
覧
等
に
関
す
る
規
程
（
平

成
十
四
年
広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
条
中
「
第
十
九
条
第
四
項
」
を
「
第
十
九
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「
監
査
意
見
書
」
の
下
に
「 (

以

下
「
支
部
報
告
書
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。 

第
五
条
第
一
項
中
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
、
「
支
部
報
告
書
、
支
部
総
括
文
書
及
び
監
査
意
見

書
」
を
「
支
部
報
告
書
等
」
に
、
「
別
記
様
式
第
十
四
号
」
を
「
別
記
様
式
第
十
七
号
」
に
改
め
、
同
条
を

第
六
条
と
し
、
第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
支
部
報
告
書
等
の
写
し
の
交
付
） 

第
五
条 

法
第
三
十
二
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
委
員
会
の
受
理
し
た
支
部
報
告
書
等
の
写
し
の

交
付
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
本
条
に
お
い
て
「
請
求
者
」
と
い
う
。
）
は
、
別
記
様
式
第
十

四
号
に
よ
り
委
員
会
に
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
別
記
様
式
第
十
四
号
に
形
式
上
の
不
備
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
請
求
者
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
補
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
委
員
会
は
、
請
求
者
に
対
し
、
補
正
の
参
考
と
な
る
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３  

委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
請
求
の
あ
っ
た
日
か
ら
十
五
日

以
内
に
、
当
該
請
求
に
係
る
支
部
報
告
書
等
の
写
し
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
項
の
規

定
に
よ
り
補
正
を
求
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
補
正
に
要
し
た
日
数
は
、
当
該
期
間
に
算
入
し
な

い
。 

４ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
委
員
会
は
、
事
務
処
理
上
の
困
難
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き

は
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
を
四
十
五
日
以
内
に
限
り
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
委
員
会
は
、
請
求
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
延
長
後
の
期
間
及
び
延
長
の
理
由
を
別
記
様
式
第
十

五
号
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
支
部
報
告
書
等
が
著
し
く
大
量
で
あ
る
た
め
、
当
該
請
求
が
あ

っ
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
そ
の
す
べ
て
に
つ
い
て
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
を
す
る
こ
と
に
よ
り

事
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
委
員
会
は
、
当
該
請
求
に
係
る
支
部
報
告
書
等
の
う
ち
相
当
の
部
分
に
つ
き
当
該
期
間
内
に
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
を
し
、
残
り
の
支
部
報
告
書
等
に
つ
い
て
は
相
当
の
期
間
内
に
同
項
の
規
定

に
よ
る
交
付
を
す
れ
ば
足
り
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
委
員
会
は
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
、



請
求
者
に
対
し
、
別
記
様
式
第
十
六
号
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

別
記
様
式
第
十
四
号
中
「第

５
条
関
係

」
を
「第

６
条
関
係

」
に
、
「使

途
報
告
書
等

」
を
「支

部
報
告

書
等

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
十
七
号
と
す
る
。 

別
記
様
式
第
十
三
号
の
次
に
次
の
三
様
式
を
加
え
る
。 

 

                           



別記様式第14号(第５条関係) 
支部報告書等の写しの交付請求書 

 
  年  月  日 

 
 広島県選挙管理委員会 様 
 

住所(法人等の団体にあっては事務所又は事業所の所在地) 
〒   ― 

 
氏名(法人等の団体にあっては名称及び代表者の氏名)   

 
電話番号(    )    ―             

 
 政治資金規正法、公職選挙法及び政党助成法に基づく報告書等の閲覧等に関する規程(平
成14年広島県選挙管理委員会告示第49号)第5条第1項の規定に基づき、次のとおり支部報告

書等の写しの交付を請求します。 
 
1 交付請求する支部報告書等の写し 

  

政党の支部の名称並びに支部報告書等に係る収入及び支出がされた年 

年   

年   

年   

年   

年   

年   

年   
 
2 支部報告書等の写しの交付方法等(希望する方法に○をしてください。) 
(1)  写しの交付方法 
  ア 広島県選挙管理委員会において写しの交付を希望する。 
  イ 写しの送付を希望する。(別途送付に要する郵便切手が必要です。) 
(2)  写しの交付の実施方法 

ア 複写機により白黒で複写したものの交付を希望する。 
（用紙１枚につき10円の手数料がかかります。） 

イ スキャナにより電子化し CD-R に複写したものの交付を希望する。 
（CD-R１枚につき100円に、文書１枚ごとに10円を加えた手数料がかかります。） 



別記様式第15号(第５条関係) 
県 選 第     号 

  年  月  日 
 

支部報告書等の写しの交付期間延長通知書 
 

             様 
 
 

広島県選挙管理委員会 印 
 

     年  月  日付けで請求のあった支部報告書等の写しの交付請求については、

政治資金規正法、公職選挙法及び政党助成法に基づく報告書等の閲覧等に関する規程(平成

14年広島県選挙管理委員会告示第49号)第5条第4項の規定により、次のとおり交付の期間を

延長します。 
 

政党の支部の名称並びに

支部報告書等に係る収入

及び支出がされた年 
  

延 長 後 の 期 間     年  月  日( )まで 

延 長 の 理 由   

連 絡 先 等   

備 考   

 



別記様式第16号(第５条関係) 
県 選 第     号 

  年  月  日 
 

支部報告書等の写しの交付期間特例延長通知書 
 

             様 
 
 

広島県選挙管理委員会 印 
 
    年  月  日付けで請求のあった支部報告書等の写しの交付請求については、政

治資金規正法、公職選挙法及び政党助成法に基づく報告書等の閲覧等に関する規程(平成14
年広島県選挙管理委員会告示第49号)第5条第5項の規定により、次のとおり交付の期間を延

長します。 
 

政党の支部の名称並びに支

部報告書等に係る収入及び

支出がされた年 
  

60日以内に支部報告書等の

写しのすべてについて交付

を行うことができない理由 
  

支部報告書等の写しの相当

の部分についての交付を行

う期間 
    年  月  日( )まで 

残りの支部報告書等の写し

について交付を行う期間     年  月  日( )まで 

連 絡 先 等   

備 考   



附 

則 
こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


